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導入促進基本計画 

 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

 

 菊川市は、みどり豊かな自然環境と温暖な気候に恵まれるとともに、静岡県の中西

部に位置し、大都市圏に近いという地理的優位性を有し、交通の便にも恵まれている

ことから、茶業をはじめとする農業等の地場産業を支える中小企業及び小規模企業に

加え、先進的技術を有する多彩な企業が立地し、経済発展を遂げてきた。 

 一方、菊川市の人口は国勢調査によると、平成22年で47,041人、平成27年で46,763

人、令和２年で47,789人と最近の10年間は増減を繰り返している。国立社会保障・人

口問題研究所による平成27年国勢調査結果をもとにした推計によると、将来人口は令

和12年（2030年）には44,767人と令和２年よりも約3,000人程度減少するものと見込

まれている。 

 人口減少は、市場規模の縮小だけでなく、生産年齢人口の減少により、労働力が不

足し、企業の事業展開が妨げられ、産業活動の停滞や事業の縮小・撤退を誘発し、景

気の低迷を生み出すことが予想される。さらに、生産年齢人口の減少により、個人市

民税は減収となり、行政サービスの維持に大きな影響を及ぼすなど、持続可能なまち

づくり（地域づくり）に悪影響をもたらすことが危惧される。このような状況の中、

企業支援施策の推進及び立地環境の整備、充実により本市産業の活性化を一層促進す

ることにより、雇用の場や就業機会を創出し、定住人口の維持・拡大を図り、今後の

人口減少社会に対応していく必要がある。 

 産業面においては、工業統計調査によると、当市の令和元年の従業員４人以上の事

業所数は167事業所、従業者数は8,591人、製造品出荷額等は261,315,080,000円とな

っている。平成27年の場合はそれぞれ191事業所、7,810人、252,604,380,000円となっ

ており、経営環境は横ばいかやや上向きであったが、直近は新型コロナウイルス感染

症等の影響を受け、経営環境は大きく悪化していると思われる。一方、事業所数は減

少、従業員数は増加傾向にあるが、こちらも直近は新型コロナウイルス感染症等の影

響を大きく受けていると思われる。新型コロナウイルス感染症等の影響からの回復を

図るため、引き続き市内中小企業の生産性の抜本的な向上により、人手不足等に対応

した盤石な事業基盤を構築する取組みを支援していくことが急務となっている。 

 

（２）目標 

 

 中小企業等経営強化法第49条第１項の規定に基づく導入促進基本計画を策定し、中



小企業者及び小規模企業者の積極的な先端設備等の導入を促すことで、慢性的な人材

不足に対応し、地域経済を発展させることを目的とする。 

 これを実現するため、計画期間中に 36 件程度の先端設備等導入計画の認定を目標

とする。 

 

（３）労働生産性に関する目標 

 

 先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に関す

る基本方針に定めるものをいう。）が年平均３％以上向上することを目標とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

 

 菊川市の産業は、農業、製造業、サービス業と多岐に渡り、多様な業種が当市の経

済、雇用を支えているため、これらの業種で広く事業者の生産性向上を実現する必要

がある。したがって、多様な産業の多様な設備投資を支援する観点から、本計画にお

いて対象とする設備は、菊川市内において、従業員が従事する事務所若しくは事業所

を現に有する事業者又は当該事業の実施に合わせこれらの事務所若しくは事業所を

新設する事業者において設置する中小企業等経営強化法施行規則第７条第１項に定

める先端設備等全てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

 

（１）対象地域 

 

 菊川市の産業は、市内全域に農業、製造業、サービス業といった多岐に渡る産業が

立地しており、広く事業者の生産性向上を実現する観点から、本計画の対象区域は、

菊川市内全域を対象とする。 

 

（２）対象業種・事業 

 

 菊川市の産業は、農業、製造業、サービス業と多岐に渡り、多様な業種が当市の経

済、雇用を支えているため、これらの産業で広く事業者の生産性向上を実現する必要

がある。したがって本計画において対象とする業種・事業は、全業種・事業とする。 

 

４ 計画期間 

 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

 

 国が同意した日から２年間とする。 



 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

 

 ３年間、４年間又は５年間とする。 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

 

 人員削減を目的とした取組や公序良俗に反する取組、反社会的勢力との関係が認め

られるものについては先端設備等導入計画の認定の対象としない。 

 また、納期の到来した市税に未納がある場合についても、認定の対象から除くもの

とする。 

 

 

 


